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▽　

議
案
第
６
号　

平
成
25
年
度

座
間
市
一
般
会
計
予
算
（
所
管
事

項
）

　

歳
入
の
地
方
交
付
税
に
つ
い
て

「
普
通
交
付
税
の
減
額
の
要
因
は
」

と
の
質
疑
に
「
基
本
財
政
収
入
額

の
中
で
、
市
民
税
の
所
得
割
は
個

人
・
法
人
と
も
に
前
年
よ
り
多
く

見
込
み
、
固
定
資
産
税
も
若
干
の

伸
び
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。
支
出

で
は
、
個
別
算
定
経
費
（
生
活
保

護
費
、
社
会
福
祉
費
、
保
健
衛
生

費
、
高
齢
者
福
祉
費
）
の
伸
び
が

大
き
く
影
響
し
て
お
り
、
土
木
・

教
育
・
総
務
は
大
き
く
マ
イ
ナ
ス

で
見
込
ん
で
お
り
、
交
付
税
額
全

体
と
し
て
は
マ
イ
ナ
ス
で
す
。
も

う
一
つ
の
要
因
に
、
平
準
化
債
の

導
入
に
よ
り
、
基
準
財
政
需
要
額

が
控
除
さ
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
」と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第
１
号
、
第
20
号
、
第

30
号
以
上
３
件
は
、
全
員
賛
成
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第
18
号
、
議
案
第
31
号

以
上
２
件
は
、
全
員
賛
成
で
原
案

の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。（
一
部

委
員
退
席
）

▽　

議
案
第
７
号　

平
成
25
年
度

座
間
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別

会
計
予
算

　

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

「
資
産
割
を
廃
止
し
た
理
由
は
何

か
」
と
の
質
疑
に
「
昨
今
は
約
87

％
の
方
が
固
定
資
産
税
額
10
万
円

未
満
で
あ
り
、
農
村
社
会
か
ら
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
等
の
社
会
に
変
わ
り
、

ほ
と
ん
ど
の
方
が
居
住
用
資
産
だ

け
で
ロ
ー
ン
を
抱
え
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
は
資
産
割
が
な
い
こ

と
、
さ
ら
に
、
県
内
19
市
で
平
成

25
年
度
に
は
本
市
を
除
い
て
資
産

割
が
あ
る
の
は
２
市
だ
け
で
あ
る

こ
と
な
ど
に
よ
る
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第
１
号
、
第
４
号
、
第

９
号
、第
10
号
、第
13
号
、第
14
号
、

第
15
号
、
第
16
号
、
第
17
号
、
第

19
号
以
上
10
件
は
、
全
員
賛
成
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第
２
号
、
第
６
号
、
第

21
号
以
上
３
件
は
、
賛
成
多
数
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

陳
情
第
２
号
、
第
３
号
は
５

面
参
照

▽　

議
案
第
６
号　

平
成
25
年
度

座
間
市
一
般
会
計
予
算
（
所
管
事

項
）

　

教
育
部
所
管
の
小
学
校
給
食
管

理
運
営
事
業
費
で
「
地
産
地
消
の

観
点
で
、
栽
培
履
歴
の
提
出
は
求

め
て
い
る
の
か
。
残
留
農
薬
の
関

係
な
ど
は
Ｊ
Ａ
で
取
り
組
ん
で
い

る
が
、
野
菜
は
直
接
取
引
な
の
か

Ｊ
Ａ
を
経
由
す
る
の
か
。
ま
た
、

給
食
の
残
渣
の
生
ご
み
処
理
機
に

よ
る
堆
肥
化
で
、
そ
の
ま
ま
で
は

使
え
な
い
は
ず
だ
が
、
堆
肥
の
使

わ
れ
方
は
ど
れ
く
ら
い
な
の
か
」

と
の
質
疑
に
「
Ｊ
Ａ
の
ほ
う
で
は

栽
培
履
歴
を
添
付
し
て
い
ま
す
が
、

給
食
食
材
は
栗
原
の
野
菜
市
組
合

の
直
接
取
引
の
た
め
栽
培
履
歴
を

求
め
て
い
ま
せ
ん
。
残
渣
の
処
理

の
見
学
を
し
た
こ
と
が
あ
り
、
堆

肥
を
使
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
す

が
、
ど
れ
く
ら
い
の
量
か
は
把
握

し
て
い
ま
せ
ん
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第
１
号
、
第
12
号
、
第

16
号
、
第
17
号
以
上
４
件
は
、
全

員
賛
成
で
原
案
の
と
お
り
可
決
し

ま
し
た
。

▽　

議
案
第
６
号　

平
成
25
年
度

座
間
市
一
般
会
計
予
算
（
所
管
事

項
）

　

資
源
物
分
別
収
集
実
施
事
業
に

つ
い
て
「
新
規
事
業
の
剪
定
枝
の

分
別
収
集
は
、
専
門
事
業
者
が
家

庭
ご
み
と
し
て
収
集
す
る
の
か
。

ま
た
、
市
民
に
分
別
・
搬
出
方
法

を
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
今

後
の
周
知
方
法
を
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
か
」
と
の
質
疑
に
「
家

庭
の
庭
の
木
を
剪
定
し
た
も
の
に

限
っ
て
収
集
す
る
も
の
で
、
現
在

行
っ
て
い
る
粗
大
ご
み
の
収
集
と

同
様
の
方
法
で
行
い
、
料
金
は
無

料
で
す
。
本
年
10
月
か
ら
の
実
施

に
向
け
、
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
す
る
だ
け
で
な
く
分
別
ガ

イ
ド
や
分
別
カ
レ
ン
ダ
ー
を
利
用

す
る
こ
と
や
、
折
り
込
み
チ
ラ
シ

を
配
布
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
ま

す
」
と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽　

議
案
第
１
号
、
第
３
号
、
第

５
号
、第
８
号
、第
11
号
、第
22
号
、

第
23
号
、
第
24
号
、
第
25
号
、
第

26
号
、
第
27
号
、
第
28
号
、
第
29

号
以
上
13
件
は
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

企
画
総
務

健
康
福
祉

教
育
市
民

都
市
環
境

議案
番号 件　　　　　名 議決結果

各会派等の賛否
共
産

ネ
ッ
ト

公
明

い
さ
ま

大
志

無
会

１ 平成24年度座間市一般会計補正予算（第７号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

２ 平成24年度座間市国民健康保険事業特別会計補
正予算（第４号） 原案可決 ● ○ ○ ○ ○ ○

３ 平成24年度座間市公共下水道事業特別会計補正
予算（第３号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

４ 平成24年度座間市介護保険事業特別会計補正予
算（第４号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ 平成24年度座間市水道事業会計補正予算（第
２号） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ 平成25年度座間市一般会計予算 原案可決 ● ● ○ ○ ○ ●

７ 平成25年度座間市国民健康保険事業特別会計
予算 原案可決 ● ○ ○ ○ ○ ●

８ 平成25年度座間市公共下水道事業特別会計予
算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ●

９ 平成25年度座間市介護保険事業特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ●

10 平成25年度座間市後期高齢者医療保険事業特
別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ●

11 平成25年度座間市水道事業会計予算 原案可決 ● ○ ○ ○ ○ ●

12 座間市空き家等の適正管理に関する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

13 座間市新型インフルエンザ等対策本部条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

14 座間市指定地域密着型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準を定める条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

15
座間市指定地域密着型介護予防サービスの事業
の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介
護予防サービスに係る介護予防のための効果的
な支援の方法に関する基準を定める条例

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

16 座間市附属機関の設置に関する条例の一部を改
正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

17 座間市非常勤特別職職員の報酬等に関する条例
の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

18
座間市常勤特別職職員の給与に関する条例及び
座間市教育長の給与等に関する条例の一部を改
正する条例

原案可決 △ ○ ○ ○ ○ ○

19
座間市非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例及び座間市立もくせい園条例の一部を改正
する条例

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

20 座間市基金条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

21 座間市国民健康保険税条例の一部を改正する条
例 原案可決 ● ○ ○ ○ ○ ●

※会派等とは、共産（日本共産党座間市議団）、ネット（神奈川ネットワーク運動・ざま）、公明（公明党）、いさま（新政いさま）、大志（ざま大志会）、無会（会派に所属しない議員）のことです。

議案
番号 件　　　　　名 議決結果

各会派等の賛否
共
産

ネ
ッ
ト

公
明

い
さ
ま

大
志

無
会

22 座間市手数料条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 座間市道路占用料徴収条例の一部を改正する条
例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

24 住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域
における住居表示の方法について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

25 町の名称変更について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

26 道路の路線の認定について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 道路の路線の認定について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 道路の路線の認定について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

29 道路の路線の認定について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

30 座間市非常勤特別職職員の報酬等に関する条例
の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

31 座間市職員の退職手当に関する条例等の一部を
改正する条例 原案可決 ● ○ ○ ○ ○ ○

議提１ 対北朝鮮追加措置を強く求める決議について 原案可決 △ △ ○ ○ ○ △

議提２ 座間市議会委員会条例の一部を改正する条例 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議提３ 座間市議会会議規則の一部を改正する規則 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議提４ 北朝鮮の核実験に厳しく抗議する決議について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議提５ 米軍関係者の家族による市内の放火に強く抗議する決議について 否決 ○ ○ ● ● ● ○

議提６ 北朝鮮の核実験に抗議し、核兵器の廃絶を求める決議について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議提７
ブラッドパッチ療法の保険適用及び脳脊髄液減
少症の診断・治療の推進を求める意見書の提出
について

原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議提８ 中小企業の再生・活性化策の充実・強化を求める意見書の提出について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議提９ 配合飼料の価格高騰対策を求める意見書の提出について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議提10 公立小学校へのスクールカウンセラー配置を求める意見書の提出について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○

議提11 生活保護の級地区分の見直しを早期に行うことを求める意見書の提出について 原案可決 ● ● ○ ○ ○ ●

議提12 インターネットを利用した選挙運動を解禁する公職選挙法改正に関する意見書の提出について 否決 ○ △ ● ● ○ ○

３ 月 定 例 会 の 審 議 結 果
○賛成●反対△退席


